
サンドブラスト装置設置、管理に関する業務フロー

装置設置の計画を工事開始30日以前
に労働基準監督署長に届出を行う。

労働基準監督署に
よる実地検分

作業者への特別教育

作業者のじん肺検診

◎清掃の実施

◎呼吸用保護具の着用

◎休憩設備の設置

公的機関教育
→インターネットで検索

- 講習内容(1日講習) -
◎ 発散防止及び換気の方法
◎作業場の管理
◎関係法令
◎呼吸用保護具の使用方法
◎疾病及び健康管理

毎日の管理事項
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機械等設置届（様式第20号）
局所排気装置摘要書（様式第25号）

作業場の粉じん濃度・環境評価
7年間の記録保管

局所排気能力やダクト内の粉じ
ん溜り状態の確認・対応
3年間の記録保管

じん肺管理区分による検診
検診記録の7年間の保管

設置時の検査

定期自主検査
（1年間以内ごとに1回）

粉じん作業環境測定
（6ケ月間以内ごとに1回）

定期自主検査項目に従う
特に制御風速の測定
(排気ダクト接続後)

排気ダクト経路の検討
粉じん則（第11条）
圧力損失を少なく、粉じん溜りなども
想定し、清掃・点検のしやすい構造


